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第６３号議案 長崎市都市計画の提案に係る規模を定める条例
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土地所有者・まちづくりNPOなどが、主体的にまちづくりを行うため、提案する区

域の地権者の２/３以上の同意が得られていることや、その規模が０．５ha以上であ

ることなど、一定の要件を満たした場合に、都市計画の決定または変更について提案

できる制度。

（１）都市計画提案制度とは

１ 都市計画提案制度の概要

ア 提案の要件

（ア）提案を行う区域が、0.5ha以上の一体的な一団の土地の区域

（イ）都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合している

（ウ）提案区域内の土地所有者等の２/３以上の同意を得ている

イ 提案できる方

（ア）土地所有者：提案区域内の土地の所有者等

（イ）まちづくり活動を目的として設立されたNPO法人、一般社団法人、一般財団法人等

（ウ）過去１０年間に0.5ha以上の開発行為を行ったものがあるもの
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（２）提案可能な区域

線引き都市計画区域 ：〇

《提案可能な区域》

非線引き都市計画区域：〇

都市計画区域外 ：×

※準都市計画区域も提案可能（長崎市には指定なし）

【凡例】

〇：提案可

×：提案不可

１ 都市計画提案制度の概要
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凡例：〇提案可、×提案不可、－提案不可（決定権無）

※長崎市に対して市決定の
都市計画のみ提案可能（３）提案可能な都市計画の種類

１ 都市計画提案制度の概要
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１ 都市計画提案制度の概要
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２ 条例の概要

（１）条例の概要

法第２１条の２第１項の政令で定める規模は、０.５ヘクタールとする。ただ
し、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、
開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必
要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計
画提案に係る都市計画の種類を限り、０.１ヘクタール以上０.５ヘクタール
未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る
規模を別に定めることができる。

[参考]都市計画法施行令第１５条

 都市計画法施行令第１５条の規定により、提案することができる規模は0.5ha

以上とされているが、同条ただし書の規定において、条例で「区域」又は提案

できる「都市計画の種類」を限り、都市計画提案制度で提案できる「規模」を
0.1～0.5haの範囲内で緩和することができる。

 今回、市街化区域に限り、0.1ha以上で提案することができるよう規模を定
めるもの。
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市街化区域
都市計画区域

凡例

緩和する区域︓
0.1ha以上
から提案可

0.5ha以上
から提案可

２ 条例の概要

ア 面積要件を、0.5ha以上 → 0.1ha以上

イ 提案区域は、市街化区域に限定

ウ 計画提案に係る都市計画の種類は、限定しない

（２）条例骨子

凡例：〇提案可、×提案不可、－提案不可（決定権無）

（ウの参考）都市計画の種類（イの参考）区域
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【市街化区域】

⇒ 商業地域における老朽化ビル建替や住居専用地域における社会変化に合わせた建物用
途の誘導など、都市計画提案制度の活用が一定程度見込まれる。

【市街化調整区域】

⇒ 小規模な土地利用計画によるスプロール化、インフラ維持管理コストの増加などに
つながる可能性がある。

【非線引き都市計画区域】

⇒ 伊王島、高島、三和、琴海都市計画区域は、非線引き都市計画区域であり、都市的課題に
対する土地利用の制約がなく活用の見込みが低い。

緩和する区域を「市街化区域」とする。

（1）緩和する対象区域

３ 要件設定の考え方
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長崎市の市街化区域

（２）面積要件

緩和する規模を「０.１ｈａ」以上とする。

市街化区域における規模要件を ０.１ｈａ以上 とすることで、

市街化区域内の街区数 ５３％（５,７１７街区）が新たに都市計画提案が可能

３ 要件設定の考え方

20%7%11%16%19%27%

53％

5,717街区

‐９‐

※街区とは「道路や河川などによって区画された一団の土地」を示します。

市街化区域内の街区※数（合計10,780街区）



1000〜5000m2

⾯積

5000m2以上

（１）緩和により提案可能となる街区のイメージ（中心市街地）

４ 条例制定による効果

0.1ha以上の街区が多く、多くの街区で提案が可能となる
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0.1ha以上の街区が多く、多くの街区で提案が可能となる

1000〜5000m2

⾯積

5000m2以上

0〜1000m2

式見小学校

旧長崎式見高等学校

式見漁港

国道202号

式見小学校

旧長崎式見高等学校

式見漁港

国道202号

４ 条例制定による効果

（２）緩和により提案可能となる街区のイメージ（生活地区）
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条例
の
概要規模要件の緩和により、例えば、次のような地区のまちづくりのルールを定めた地
区計画や用途の変更などが、0.1haから提案可能となる

地区計画の例

建物の用途は
戸建て住宅を
中心にしたい

壁面位置は
道路から1.5ｍ
以上離したい

（３）提案内容のイメージ

４ 条例制定による効果

住居専用地域の用途規制を
緩和して、お店を立てられる
ようにしたい

建物の高さは
10ｍ以下にしたい
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５ スケジュール
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民間団体等意見交換

市都市計画審議会
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公布日から施行


